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【事例１】

　 「 何でも買い取ります 」と電話が掛かったので訪問を了承した。 訪れた業者

は用意していた靴を見て「 これだけでは買い取れない。指輪やネックレスを出し

てもらえば一緒に買い取る 」と言って貴金属を出すよう言った。 出し渋ってい

ると一緒に探すと言って家に上がり込んだ。帰るよう強く言ったら出て行ったが、

怖い思いをした。

強引な訪問購入にご注意ください！！

●「何でも買い取る」や「被災地支援のために協力して」のように電話を掛け

　　てきますが、目的は貴金属です。

●あらかじめ電話での約束なしでいきなり家を訪ねてくることは、法律に違

 　反する行為です。

●高価な物でも二束三文の値段で買い取っていきます。

●契約書が必要な契約ですが、会社名が分かるような書類を渡さない 業者

　もあり、返してもらうことが困難になります。

●クーリング・オフが可能な場合もあるので、早めに相談してください。

ご相談は

笠岡市消費生活センターへ
☎０８６５－６３－０９９９

　　　　　業者の目的は貴金属です！！

【事例2】

　 昨日、父が不要品買い取りの業者に母の形見のネックレスを売った。5千円で

買い取られたと聞いて、安すぎるので返すよう電話したら、既に本社に送ったの

でと返してくれない。


